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１【四半期報告書の訂正報告書の提出理由】
　当社の連結財務諸表は、従来「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連

結財務諸表規則」という。）第93条の規定により、米国において一般に認められた会計基準による用語、様式および作成方法に

準拠して作成しておりましたが、平成22年４月１日に予定されている㈱ルネサス テクノロジとの事業統合をふまえ、第８期第

３四半期（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）の四半期連結財務諸表より、わが国の「四半期連結財務諸表の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成

することに変更しました。これは、事業統合後の財務諸表報告等への適正かつ適時の対応を確実なものとするために、あらかじ

め会計基準の統一を行おうとするものです。

　上記の理由により、平成21年８月10日に提出いたしました第８期第１四半期（平成21年４月１日から平成21年６月30日ま

で）に係る四半期報告書につきましても、従来の「四半期連結財務諸表規則」第93条の規定による、米国において一般に認め

られた会計基準による用語、様式および作成方法から、わが国の「四半期連結財務諸表規則」に基づく作成方法に変更したた

め、「四半期報告書の訂正報告書」として提出するものです。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第１　企業の概況

１　主要な経営指標等の推移

第２　事業の状況

４　財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析

(1）業績の状況

(2）キャッシュ・フローの状況

(5）資本の財源および資金の流動性についての分析

第５　経理の状況

１　四半期連結財務諸表

２　その他

［四半期レビュー報告書］

 

３【訂正箇所】
　日本基準への変更に伴い、該当箇所をすべて訂正しています。
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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第７期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第８期
第１四半期連結
累計(会計)期間

第７期

会計期間

自平成20年
４月１日
至平成20年
６月30日

自平成21年
４月１日
至平成21年
６月30日

自平成20年
４月１日
至平成21年
３月31日

売上高（百万円） 167,531 102,292 550,679

経常利益又は経常損失（△）
（百万円）

1,245 △21,401 △76,151

四半期（当期）純利益又は四半期
（当期）純損失（△）（百万円）

△159 △21,699 △85,062

純資産額（百万円） 292,568 172,993 194,704

総資産額（百万円） 630,316 477,451 488,190

１株当たり純資産額（円） 2,328.221,364.751,539.87

１株当たり四半期（当期）純利益
（△損失）金額（円）

△1.29 △175.70 △688.77

潜在株式調整後１株当たり四半期
（当期）純利益金額（円）

― ― ―

自己資本比率（％） 45.6 35.3 39.0

営業活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）

4,090 △24,878 △8,165

投資活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）

△11,028 △17,371 △49,072

財務活動によるキャッシュ・フロー
（百万円）

△1,281 19,637 △3,247

現金及び現金同等物の四半期末
（期末）残高（百万円）

158,998 79,451 101,279

従業員数（人） 23,353 22,438 22,476

　（注）１．上記の第７期第１四半期連結累計（会計）期間、第８期第１四半期連結累計（会計）期間および第７期の連結財務

情報等は、わが国の「四半期連結財務諸表規則」および「連結財務諸表規則」に基づいて作成しております。

　当社の連結財務諸表は、従来「連結財務諸表規則」第93条の規定により、米国において一般に認められた会計基準

による用語、様式および作成方法に準拠して作成しておりましたが、平成22年４月１日に予定されている㈱ルネサ

ス テクノロジとの事業統合をふまえ、第８期第３四半期（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）の四半

期連結財務諸表より、わが国の「四半期連結財務諸表規則」に基づいて作成することに変更しました。これは、事業

統合後の財務諸表報告等への適正かつ適時の対応を確実なものとするために、あらかじめ会計基準の統一を行おう

とするものです。

　上記の理由により、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および当第１四

半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）の四半期連結財務諸表につきましても、従来の

「四半期連結財務諸表規則」第93条の規定による、米国において一般に認められた会計基準による用語、様式およ

び作成方法から、わが国の「四半期連結財務諸表規則」に基づく作成方法に変更しております。

　なお、第７期（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）の連結財務諸表は、改正前の「連結財務諸表規則」

に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の「四半期連結

財務諸表規則」に基づいて作成しております。

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

３．売上高には、消費税等は含んでおりません。
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４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期

（当期）純損失であるため記載しておりません。

５．従業員数には休職者を含めて表示しております。

 

第２【事業の状況】

４【財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在においてＮＥＣエレクトロニクス㈱とその連結子会社（以下「当

社グループ」という。）が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期連結会計期間の世界経済は、昨年の秋以降続いていた景気の落ち込みがようやく下げ止まり、回復の芽が現

れてきました。在庫調整の進展や各国政府の景気刺激策に後押しされ、生産の回復が世界中で進んでおり、特に、中国では

家電や自動車の購入に対する支援策などの景気刺激策が個人消費を押し上げ、景気の回復感が強まりました。日本経済に

ついても、輸出の持ち直しなどを背景に、企業部門を中心に回復基調となりました。

　こうした情勢の中で、当社の事業領域である半導体業界でも、顧客における増産や在庫積み増しに伴う部品発注の増加を

うけ、生産が回復傾向に入りました。薄型テレビやネットブックと呼ばれる小型ノートパソコンなどの低価格化が需要を

牽引したことに加え、自動車業界においては、依然として本格回復には至っておりませんが、各国政府の自動車に対する環

境規制やハイブリッドカーなどいわゆるエコカーに対する支援策などにより、自動車の生産が回復基調となるなど、半導

体需要の回復感が強まりました。

　しかしながら、企業業績の底打ち感に比べて、今回の世界的な不況の引き金となった米国の住宅市場の低迷が続いている

ことや、失業率の高止まりや個人の消費マインドの改善遅れなど不安要因も多く、世界経済の本格回復にはまだまだ時間

を要するものと考えられ、景気の先行きに関しては、依然、予断を許さない状況と見ております。

 

　当第１四半期連結会計期間の業績は次のとおりであります。

   （単位：億円）

 
前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間

前年同期比増（減）

売上高 1,675 1,023 △652 △38.9％

営業利益又は営業損失（△） 30 △215 △245 ―

経常利益又は経常損失（△） 12 △214 △227 ―

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2 △217 △215 ―

米ドル為替レート（円） 103 98 ― ―

ユーロ為替レート（円） 160 130 ― ―

 

　売上高は1,023億円と、前年同期と比べ652億円（38.9％）の減少となりました。

　製品分野別でみると、すべての分野において売上高が前年同期と比べ減少、特に、コンピュータおよび周辺機器分野、自動

車および産業機器分野においては、売上高が前年同期と比べ40％以上の大幅な減少となりました。

　営業損益は215億円の損失で、前年同期と比べ245億円の悪化となりました。生産関連費用の効率化、研究開発費の削減、人

件費の削減等、前年同期と比べ大幅に固定費を削減したものの、売上高が前年同期と比べ大幅に減少したことにより200億

円を超える営業赤字となりました。

　経常損益は214億円の損失で、前年同期と比べ227億円の悪化となりました。これは、営業損益が前年同期と比べ大幅に悪

化したことが主な要因であります。

　四半期純損益は217億円の損失で、前年同期と比べ215億円の悪化となりました。
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　また、製品分野別売上高の状況は次のとおりであります。

    （単位：億円）

 
前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間

前年同期比増（減）

 通信機器分野 165 146 △18 △11.2％

 コンピュータおよび周辺機器分野 302 135 △167 △55.2％

 民生用電子機器分野 325 229 △96 △29.4％

 自動車および産業機器分野 300 158 △143 △47.5％

 多目的・多用途ＩＣ 212 134 △78 △36.8％

 ディスクリート・光・マイクロ波 301 182 △119 △39.6％

半導体計 1,604 984 △621 △38.7％

 その他 71 39 △32 △44.8％

合計 1,675 1,023 △652 △38.9％

 

（通信機器分野）

　通信機器分野の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ18億円（11.2％）減少し、146億円となりました。

　当分野には、ルータ、携帯電話基地局などのブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や携帯電話端末向け半導体が

含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、主に携帯電話端末向けベースバンドＬＳＩやカメラＬＳＩの売上が前年同期と比べ増加

したものの、ブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や、携帯電話端末向けＬＣＤ（液晶ディスプレー）ドライバ

ＩＣの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

 

（コンピュータおよび周辺機器分野）

　コンピュータおよび周辺機器分野の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ167億円（55.2％）減少し、

135億円となりました。

　当分野には、サーバおよびワークステーション向け半導体やパソコンおよびパソコン周辺機器向け半導体が含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、主に液晶テレビやパソコン用モニタ向けＬＣＤドライバＩＣやＤＶＤ（デジタル多用途

ディスク）ドライブ向けＬＳＩの売上が前年同期と比べ減少いたしました。

 

（民生用電子機器分野）

　民生用電子機器分野の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ96億円（29.4％）減少し、229億円となり

ました。

　当分野には、家電製品向け半導体やゲーム機向け半導体が含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、主にゲーム機向け半導体の売上や白物家電向けの半導体の売上が前年同期と比べ減少い

たしました。

 

（自動車および産業機器分野）

　自動車および産業機器分野の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ143億円（47.5％）減少し、158億円

となりました。

　当分野には、自動車向け半導体、ＦＡ（ファクトリ・オートメーション）機器などの産業機器向け半導体が含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、主に自動車向けマイクロコントローラの売上が前年同期と比べ減少いたしました。
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（多目的・多用途ＩＣ）

　多目的・多用途ＩＣの当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ78億円（36.8％）減少し、134億円となり

ました。

　当分野には汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途のＳＲＡＭなどが含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、市場環境悪化による需要減などにより、汎用マイクロコントローラ、ゲートアレイ、多用途

ＳＲＡＭの売上が、総じて前年同期と比べ減少いたしました。

 

（ディスクリート・光・マイクロ波）

　ディスクリート・光・マイクロ波の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ119億円（39.6％）減少し、

182億円となりました。

　当分野には、ダイオード、トランジスタなどのディスクリート半導体、光通信やＤＶＤ向け光半導体、携帯電話端末などに

使用されるマイクロ波半導体が含まれます。

　当第１四半期連結会計期間は、ディスクリート半導体や、光半導体・マイクロ波半導体など化合物半導体の売上が、市場

環境悪化による需要減などにより前年同期と比べ減少いたしました。

 

（その他）

　その他の当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ32億円（44.8％）減少し、39億円となりました。

　当分野には、主に当社の販売子会社が行っているＬＣＤパネルの再販など、半導体以外の製品の販売事業が含まれます。

 

　また、所在地別セグメントの売上高（外部顧客に対する売上高）は次のとおりであります。

    （単位：億円）

 
前第１四半期
連結会計期間

当第１四半期
連結会計期間

前年同期比増（減）

 日本 903 568 △335 △37.1％

 アジア 425 259 △166 △39.1％

 欧州 224 141 △83 △37.0％

 北米 123 54 △68 △55.6％

合計 1,675 1,023 △652 △38.9％

 

（日本）

　日本では、主にゲーム機向け半導体、ＤＶＤドライブ向けＬＳＩ、自動車向けマイクロコントローラの売上が減少したこ

とにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ335億円（37.1％）減少し、568億円となりました。

 

（アジア）

　アジアでは、主に液晶テレビやパソコン用モニタ向けＬＣＤドライバＩＣやディスクリート半導体の売上が減少したこ

とにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ166億円（39.1％）減少し、259億円となりました。

 

（欧州）

　欧州では、主に自動車向けマイクロコントローラや汎用マイクロコントローラの売上が減少したことにより、当第１四半

期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ83億円（37.0％）減少し、141億円となりました。

 

（北米）

　米国では、主にブロードバンド・ネットワーク機器向け半導体や自動車向けマイクロコントローラの売上が減少したこ

とにより、当第１四半期連結会計期間の売上高は、前年同期と比べ68億円（55.6％）減少し、54億円となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動により減少したキャッシュ（純額）は、249億円となりました。これは、た

な卸資産の減少などがあったものの、四半期純損失の計上や、売上債権の増加などによるものであり、前年同期の増加額41

億円と比べ290億円の減少となりました。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、投資活動により減少したキャッシュ（純額）は、174億円となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出が161億円であったことなどによるものであり、前年同期の110億円と比べ63億円の増加とな

りました。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、財務活動により増加したキャッシュ（純額）は、196億円となりました。これは、有

形固定資産のセール・アンド・リースバック取引による入金や、借入を実行したことなどによるものであり、前年同期の

減少額13億円と比べ209億円の増加となりました。

 

　以上に、為替相場の変動による現金及び現金同等物の増加額８億円を考慮した、当第１四半期連結会計期間における現金

及び現金同等物の増減額は、218億円の減少となり、現金及び現金同等物の四半期末残高は795億円となりました。

 

(5）資本の財源および資金の流動性についての分析

　当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保すること、および健全なバランスシートを維持す

ることを基本方針としております。資金の源泉の安定的な確保のため、長期資金調達については、平成16年５月27日に総額

1,100億円の転換社債型新株予約権付社債（期間７年、ゼロ・クーポン）を発行いたしました。当該社債には、ある一定期

間中、株価が転換価額（平成21年６月30日現在9,860円）を110％以上上回った場合のみ株式に転換できる転換制限条項が

付帯されております。また、平成20年５月27日以降、株価が30連続取引日にわたり、転換価額を130％以上上回った場合に当

社が額面で繰上償還できる、コールオプション条項も付加されております。平成21年６月30日現在、社債の残高は1,100億

円となっております。一方、短期資金調達については、不測の短期資金需要への備えとして、総額150億円の短期コミットメ

ントライン枠を有しております。

　平成21年６月30日現在、社債、借入金、およびリース債務を含む有利子負債残高は1,319億円となっております。また、平成

21年６月30日現在、現金及び現金同等物は795億円となっております。既述の現金及び現金同等物、短期コミットメントラ

イン、および営業活動によるキャッシュ・フローにより、設備投資資金、借入金の返済を含む当面の資金ニーズを十分満た

すことができると考えております。また、当社は、日本の代表的な格付機関である格付投資情報センター（Ｒ＆Ｉ）より格

付を取得しております。平成21年６月30日現在、当社の長期格付はBBB＋（Ｒ＆Ｉ）、短期格付はa－２（Ｒ＆Ｉ）となって

おります。
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　ＮＥＣエレクトロニクス㈱とその連結子会社（以下「当社グループ」という。）の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財

務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に

基づいて作成しております。

　なお、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）は、改正前の「四半期連結財務諸表規

則」に基づき、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期

間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は、改正後の「四半期連結財務諸表規則」に基づいて作成しておりま

す。

 

２．監査証明について

　当社グループは、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から

平成20年６月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、また、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平

成21年６月30日まで）および当第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、「１　四半期報告書の訂正報告書の提出理由」に記載のとおり、金融商品取引法第24条の４の７第４項の規定に基づ

き、四半期報告書の訂正報告書を提出しておりますが、訂正後の四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人によ

る四半期レビューを受け、改めて四半期レビュー報告書を受領しております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位　百万円）

 
当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年３月31日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,466 48,698

受取手形及び売掛金 57,713 46,372

有価証券 62,985 52,581

商品及び製品 13,102 14,453

仕掛品 35,319 38,377

原材料及び貯蔵品 9,984 10,390

未収入金 8,457 6,300

その他 7,863 5,193

貸倒引当金 △155 △202

流動資産合計 211,734 222,162

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1　73,283 ※1　74,167

機械及び装置（純額） ※1　88,418 ※1　90,593

車両運搬具及び工具器具備品（純額） ※1　17,773 ※1　18,603

土地 15,116 15,136

建設仮勘定 24,358 17,589

有形固定資産合計 218,948 216,088

無形固定資産   

ソフトウエア 17,926 19,510

その他 780 787

無形固定資産合計 18,706 20,297

投資その他の資産   

投資有価証券 1,769 1,769

長期前払費用 9,865 10,464

前払年金費用 8,207 9,046

長期未収入金 5,883 6,048

その他 2,339 2,316

投資その他の資産合計 28,063 29,643

固定資産合計 265,717 266,028

資産合計 477,451 488,190
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  （単位　百万円）

 
当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
（平成21年３月31日）

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 57,961 61,175

短期借入金 7,802 1,135

リース債務 2,807 76

未払金 25,802 33,219

未払費用 18,403 18,633

未払法人税等 1,354 1,462

製品保証引当金 414 468

その他 5,854 4,688

流動負債合計 120,397 120,856

固定負債   

新株予約権付社債 110,000 110,000

リース債務 11,314 134

退職給付引当金 37,975 37,168

偶発損失引当金 ※2　12,972 ※2　12,603

その他 11,800 12,725

固定負債合計 184,061 172,630

負債合計 304,458 293,486

純資産の部   

株主資本   

資本金 85,955 85,955

資本剰余金 242,586 242,586

利益剰余金 △147,878 △126,179

自己株式 △11 △11

株主資本合計 180,652 202,351

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △10 2

為替換算調整勘定 △12,099 △12,183

評価・換算差額等合計 △12,109 △12,181

新株予約権 67 67

少数株主持分 4,383 4,467

純資産合計 172,993 194,704

負債純資産合計 477,451 488,190
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（２）【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位　百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

売上高 167,531 102,292

売上原価 114,726 83,442

売上総利益 52,805 18,850

販売費及び一般管理費 ※1　49,809 ※1　40,346

営業利益又は営業損失（△） 2,996 △21,496

営業外収益   

受取利息 512 93

為替差益 ― 546

助成金収入 ― 372

その他 150 170

営業外収益合計 662 1,181

営業外費用   

支払利息 53 18

為替差損 1,030 ―

固定資産廃棄損 275 262

退職給付費用 631 589

その他 424 217

営業外費用合計 2,413 1,086

経常利益又は経常損失（△） 1,245 △21,401

特別利益   

固定資産売却益 413 61

特別利益合計 413 61

特別損失   

固定資産売却損 14 ―

事業構造改善費用 ― 577

特別損失合計 14 577

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,644 △21,917

法人税等 ※2　1,744 ※2　182

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59 △400

四半期純利益又は四半期純損失（△） △159 △21,699
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位　百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

1,644 △21,917

減価償却費 14,011 12,556

長期前払費用償却額 1,277 1,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,449 1,646

受取利息 △512 △93

支払利息 53 18

固定資産売却損益（△は益） △399 △61

固定資産廃棄損 275 262

事業構造改善費用 ― 577

売上債権の増減額（△は増加） △6,427 △11,243

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,529 4,810

未収入金の増減額（△は増加） 7,061 △2,152

仕入債務の増減額（△は減少） △2,665 △3,211

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △7,886 △3,631

未払消費税等の増減額（△は減少） △802 900

その他 2,550 △4,351

小計 7,100 △24,485

利息及び配当金の受取額 511 124

利息の支払額 △53 △18

法人税等の支払額 △1,145 △296

特別退職金の支払額 △2,049 △203

訴訟等関連損失の支払額 △274 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,090 △24,878
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  （単位　百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,936 △16,099

有形固定資産の売却による収入 189 191

無形固定資産の取得による支出 △727 △644

長期前払費用の取得による支出 △501 △819

その他 △53 ―

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,028 △17,371

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4 6,668

長期借入金の返済による支出 △590 ―

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △39 △69

割賦債務の返済による支出 △648 △938

セール・アンド・リースバック取引による入金
額

― 13,976

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,281 19,637

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,745 784

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,474 △21,828

現金及び現金同等物の期首残高 165,472 101,279

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1　158,998 ※1　79,451
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【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　該当事項はありません

 

 

【簡便な会計処理】

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

固定資産の減価償却方法の算定方法 　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の

額を期間按分する方法により算定しています。

 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

項目
当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

税金費用の計算 　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、

税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

 

EDINET提出書類

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社(E02081)

訂正四半期報告書

14/23



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

１　有形固定資産の減価償却累計額は、902,146百万円であ

ります。減価償却累計額に減損損失累計額が含まれてお

ります。

１　有形固定資産の減価償却累計額は、895,502百万円であ

ります。減価償却累計額に減損損失累計額が含まれてお

ります。

２　偶発債務 ２　偶発債務

オペレーティング・リース残価保証 オペレーティング・リース残価保証

 

 （百万円）

三井住友ファイナンス＆リース㈱ 19,963

東銀リース㈱ 3,684

興銀リース㈱ 995

住信リース㈱ 386

合計 25,028

　

同左

その他 その他

　米国子会社であるＮＥＣエレクトロニクス・アメリ

カ社は、米国ＤＲＡＭ業界における独占禁止法（反ト

ラスト法）違反行為による損害賠償を求める直接購入

者（過去において当社グループから直接ＤＲＡＭを購

入した顧客）からの複数の民事訴訟（集団訴訟）の被

告になっておりましたが、これらの集団訴訟は和解に

より終了しました。現在は、集団訴訟から離脱した一部

の顧客と係争中または和解交渉中です。

　また、ＮＥＣエレクトロニクス・アメリカ社は、独占

禁止法違反行為による損害賠償を求める、間接購入者

（ＤＲＡＭが含まれた製品の購入者）からの複数の集

団訴訟および米国の複数の州の司法長官による訴訟の

被告にもなっております。

　米国子会社であるＮＥＣエレクトロニクス・アメリ

カ社は、米国ＤＲＡＭ業界における独占禁止法（反ト

ラスト法）違反行為による損害賠償を求める直接購入

者（過去において当社グループから直接ＤＲＡＭを購

入した顧客）からの複数の民事訴訟（集団訴訟）の被

告になっておりましたが、これらの集団訴訟は和解に

より終了しました。現在は、集団訴訟から離脱した一部

の顧客と係争中または和解交渉中です。

　また、ＮＥＣエレクトロニクス・アメリカ社は、独占

禁止法違反行為による損害賠償を求める、間接購入者

（ＤＲＡＭが含まれた製品の購入者）からの複数の集

団訴訟および米国の複数の州の司法長官による訴訟の

被告にもなっております。
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当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

　当社グループは、欧州においてもＤＲＡＭ業界におけ

る競争法違反行為の可能性について欧州委員会が行う

調査に協力し、情報提供を行っております。欧州委員会

の調査の結果、当社グループに違法な行為があったと

判断された場合、欧州委員会は課徴金を賦課する可能

性があります。

　さらに、当社グループは、ＴＦＴ液晶ディスプレー業

界における独占禁止法違反の可能性に関する米国司法

省、欧州委員会、韓国公正取引委員会およびカナダ競争

当局の調査の対象となっております。これらのうち、欧

州委員会は、平成21年５月、異議告知書を複数の調査対

象企業に送達して措置手続に入りましたが、当社グ

ループは異議告知書を受領しておりません。なお、ＮＥ

Ｃエレクトロニクス・アメリカ社は、カナダにおいて

ＴＦＴ液晶ディスプレー業界における独占禁止法違反

行為による損害賠償を求める民事訴訟（集団訴訟）の

被告となっております。

　また、ＳＲＡＭ業界における独占禁止法違反の可能性

に関する米国司法省、欧州委員会および韓国公正取引

委員会の調査は終了しましたが、ＮＥＣエレクトロニ

クス・アメリカ社および当社は、米国およびカナダに

おいてＳＲＡＭ業界における独占禁止法違反による損

害賠償を求める複数の民事訴訟（集団訴訟）の被告と

なっております。

　当社グループは、欧州においてもＤＲＡＭ業界におけ

る競争法違反行為の可能性について欧州委員会が行う

調査に協力し、情報提供を行っております。欧州委員会

の調査の結果、当社グループに違法な行為があったと

判断された場合、欧州委員会は課徴金を賦課する可能

性があります。

　さらに、当社グループは、これらに加え、ＴＦＴ液晶

ディスプレー業界における独占禁止法違反の可能性に

関する米国司法省、欧州委員会、韓国公正取引委員会お

よびカナダ競争当局の調査の対象となっており、ＮＥ

Ｃエレクトロニクス・アメリカ社は、カナダにおいて

ＴＦＴ液晶ディスプレー業界における独占禁止法違反

行為による損害賠償を求める複数の民事訴訟の被告と

なっております。

　また、ＳＲＡＭ業界における独占禁止法違反の可能性

に関する米国司法省、欧州委員会および韓国公正取引

委員会の調査は終了しましたが、ＮＥＣエレクトロニ

クス・アメリカ社および当社は、米国およびカナダに

おいてＳＲＡＭ業界における独占禁止法違反による損

害賠償を求める複数の民事訴訟の被告となっておりま

す。

　これらの独占禁止法違反を理由とする民事訴訟、和解

交渉および当局により行われている調査については、

現時点では結論は出ておりませんが、ＤＲＡＭに係る

米国での民事訴訟および和解交渉ならびに欧州委員会

による調査に関連して今後当社グループに発生する可

能性のある費用の現時点の最善の見積額12,276百万円

を偶発損失引当金に計上しております。ただし、今後の

進展にともない、この見積額は増減する可能性があり

ます。その他の民事訴訟および当局により行われてい

る調査については、訴訟に関連する賠償責任の有無お

よび調査に関連する被疑行為の有無が判断できないこ

と、またこれらに係る費用や損失の額を合理的に見積

もることができないため、現時点では計上しておりま

せん。

　これらの独占禁止法違反を理由とする民事訴訟、和解

交渉および当局による種々の調査については、現時点

では結論は出ておりませんが、ＤＲＡＭに係る米国で

の民事訴訟および和解交渉ならびに欧州委員会による

調査に関連して今後当社グループに発生する可能性の

ある費用の現時点の最善の見積額11,911百万円を偶発

損失引当金に計上しております。ただし、今後の進展に

ともない、この見積額は増減する可能性があります。そ

の他の民事訴訟および当局による種々の調査について

は、訴訟に関連する賠償責任の有無および調査に関連

する被疑行為の有無が判断できないこと、またこれら

に係る費用や損失の額を合理的に見積もることができ

ないため、現時点では計上しておりません。
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（四半期連結損益計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１　販売費及び一般管理費 １　販売費及び一般管理費

主要な費目および金額 主要な費目および金額

 

 （百万円）

従業員給料手当 9,783

研究開発費 26,445

退職給付費用 662

　

 

 （百万円）

従業員給料手当 7,527

研究開発費 21,921

退職給付費用 748

　

２　法人税等の表示方法 ２　法人税等の表示方法

　「法人税、住民税及び事業税」および「法人税等調整

額」は、「法人税等」に一括掲記しております。

同左

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に掲記されている科目の金額との関係

 

 （百万円）

現金及び預金 46,358

有価証券 112,640

現金及び現金同等物 158,998

　

 

 （百万円）

現金及び預金 16,466

有価証券 62,985

現金及び現金同等物 79,451

　

 

（株主資本等関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成

21年６月30日）

１．発行済株式の種類および総数

普通株式　123,500,000株

２．自己株式の種類および株式数

普通株式　　　　2,306株

３．新株予約権等に関する事項

(1）平成23年満期ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債

 新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

 新株予約権の目的となる株式の数 11,156,100株

 新株予約権の四半期連結会計期間末残高 ―

(2）ストック・オプションとしての新株予約権

 新株予約権の四半期連結会計期間末残高 67百万円（親会社）

４．配当に関する事項

　該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）および当第１四半期連結累計期間（自　平

成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

　当社グループは、システムＬＳＩを主力とした半導体単一事業であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略

しております。

 

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

北米
（百万円）

合計
（百万円）

消去または
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売
上高

90,33442,54322,39512,259167,531 ― 167,531

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高

52,16514,170 171 3,887 70,393（70,393） ―

計 142,49956,71322,56616,146237,924（70,393）167,531

営業利益又は営業損失
（△）

26,123 2,845 333 140 29,441（26,445）2,996

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 
日本

（百万円）
アジア
（百万円）

欧州
（百万円）

北米
（百万円）

合計
（百万円）

消去または
全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売
上高

56,81825,92814,098 5,448102,292 ― 102,292

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高

32,394 8,218 90 2,196 42,898（42,898） ―

計 89,21234,14614,188 7,644145,190（42,898）102,292

営業利益又は営業損失
（△）

2,698 △209 △142 △1,922 425 （21,921）△21,496

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する国または地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……中国、インドネシア、マレーシア、韓国、シンガポール、台湾

欧州………イギリス、ドイツ、アイルランド

北米………米国
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【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 45,619 20,354 8,466 664 75,103

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― ― 167,531

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）

27.2 12.1 5.1 0.4 44.8

 

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年６月30日）

 アジア 欧州 北米 その他 合計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 28,950 11,720 3,730 420 44,820

Ⅱ　連結売上高（百万円） ― ― ― ― 102,292

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高
の割合（％）

28.3 11.5 3.6 0.4 43.8

　（注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。

アジア……………中国、シンガポール、台湾、他

欧州………………ドイツ、イギリス、フランス、他

北米………………米国、カナダ

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

 

（デリバティブ取引関係）

当第１四半期連結会計期間末（平成21年６月30日）

　対象物の種類が通貨であるデリバティブ取引が、企業集団の事業の運営において重要なものであり、かつ、取引の契約

額その他の金額に前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。

通貨関連

区分 種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益
（百万円）

市場取引以外
の取引

為替予約取引    

売建    

米ドル 25,707 25,423 284

ユーロ 4,510 4,607 △97

買建    

米ドル 5,943 5,553 △390

合計 － － △203

　（注）　時価の算定方法

第１四半期連結会計期間末の時価は先物相場等により算定しております。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末
（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

 

１株当たり純資産額 1,364.75円
　

 

１株当たり純資産額 1,539.87円
　

　（注）　１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
当第１四半期
連結会計期間末

（平成21年６月30日）

前連結会計年度末
（平成21年３月31日）

純資産の部の合計額（百万円） 172,993 194,704

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 4,450 4,534

（うち新株予約権） (67） (67）

（うち少数株主持分） （4,383） （4,467）

普通株式に係る四半期末（期末）の純資産額

（百万円）
168,543 190,170

１株当たり純資産額の算定に用いられた四半期末

（期末）の普通株式の数（千株）
123,498 123,498

 

２．１株当たり四半期純利益（△損失）金額等

前第１四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

 

１株当たり四半期純利益（△損失）金額 △1.29円
　

 

１株当たり四半期純利益（△損失）金額 △175.70円
　

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり四半期純利益（△損失）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

前第１四半期
連結累計期間

（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

当第１四半期
連結累計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

四半期純利益（△損失）（百万円） △159 △21,699

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（△損失）

（百万円）
△159 △21,699

期中平均株式数（千株） 123,498 123,498

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

― ―
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（重要な後発事象）

当第１四半期連結会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年６月30日）

　平成21年７月１日から平成21年８月10日までの重要な後発事象は以下のとおりであります。

 

　当社は㈱ルネサス テクノロジとの間で、平成21年４月27日付で覚書を締結し、経営統合に向けた協議を開始いたしまし

た。当初平成21年７月末までの統合基本契約の締結を目指しましたが、デューディリジェンスに想定以上の時間を要して

おり、契約締結には至っておりません。当社は平成21年８月末までの契約締結を目指し、関係当事者と引き続き協議を

行っております。

　なお、本基本契約による影響を合理的に見積もることは困難であり、平成21年度第２四半期以降の経営成績に与える影

響は不明であります。

 

２【その他】

(1）決算日後の状況

　特記事項はありません。

 

(2）訴訟

　「注記事項　四半期連結貸借対照表関係　２　偶発債務　その他」に記載のとおりであります。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 

平成21年12月24日

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社

 

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大木　一也　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　功樹　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石黒　一裕　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社の平成20年４月１日

から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年６月30日まで）に

係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立

場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社及び連結子会社の平成20年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　「第５　経理の状況　２．監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規

定に基づき、四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レビューを

行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 

平成21年12月24日

ＮＥＣエレクトロニクス株式会社

 

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大木　一也　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊藤　功樹　　印

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石黒　一裕　　印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＮＥＣエレクトロニ

クス株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成21年４月１

日から平成21年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書につ

いて四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＮＥＣエレクトロニクス株式会社及び連結子会社の平成21年６月30日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

追記情報

　「第５　経理の状況　２．監査証明について」に記載されているとおり、会社は金融商品取引法第24条の４の７第４項の規

定に基づき、四半期連結財務諸表を訂正している。当監査法人は訂正後の四半期連結財務諸表について四半期レビューを

行った。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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